
予 算 決 算 常 任 委 員 会 記 録 
 

１．開催日時 平成 29年 10月 3日（火） 午前 9時 30分 

 

２．場  所 第 3委員会室 

 

３．出席委員 林委員長ほか議長を除く議員全員 

 

４．委員外出席議員 武田議長 

 

５．欠席委員 なし 

 

６．執行部出席者 別紙のとおり 

 

７．議会事務局職員 永田局長・岡田次長・山下主査 

 

８．協議事項 

9月定例会本会議（9月 22日）から付託された事件（議案 1件） 

９．傍聴者 なし 

 

会議の概要 

・ 開会 午前 9時 30分  閉会 午後 12時 14分  

・ 審議の経過及び結果 

（別紙のとおり） 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

平成 29年 10月 3日 

 

予算決算常任委員長     林   哲 也 

 

       記 録 調 整 者    山 下 賢 三 

 



林委員長 本日の出席委員については委員 17人であり、定足数に達しておりま

すので、ただ今から、昨日に引き続き、予算決算常任委員会を開会します。最

初に、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。委員会において発言しようと

する場合は、挙手をして「委員長」と呼び、委員長の許可を得てから発言して

いただくよう、お願いします。委員におかれましては関連する質疑がある場合

は「委員長・関連」と呼び、続けて行われますよう、お願いします。円滑な進

行に努めてまいりますので、ご協力をお願いします。それでは、昨日に引き続

き、9 月定例会 議案第 19 号「平成 28 年度長門市一般会計歳入歳出決算の認

定について」を議題とします。はじめに、教育総務課及び学校教育課所管につ

いて審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

中谷教育部長 教育総務課および学校教育課所管につきまして補足をさせてい

ただきます。決算書 227ページからの「第 10款 教育費」について、前年度と

の比較によって主な増減理由を中心に説明をさせていただきます。初めに「第

１項 教育総務費」につきましては、前年度に比べて約 2,170 万円の増額にな

っております。これは俵山中学校の深川中学校への統廃合に伴い、スクールバ

スを増大したほか、児童養護施設、湯の家在籍生徒を対象として学校生活支援

補助金交付事業を実施したこと、また、28 年度から教育委員会内に少年安全サ

ポーターを配置したことに加えて、市内３つの小学校に学校図書館支援員を配

置したことなどが増減の要因でございます。次に決算書 237 ページからの「第

２項 小学校費」につきましては前年度に比べ約 8,420 万円の減額となってお

ります。平成 27年度末をもって油谷小学校改築事業が完了したことが主な減額

の要因となっています。また、決算書 239 ページからの「第３項 中学校費」

につきましては前年度に比べ約 3,400 万円の減額となっております。これは、

三隅中学校特別教室棟改築事業が最終年度ということで、工事費が前年度と比

較し減額になったことに加え、俵山中学校の統廃合事業が完了したことなどに

よるものです。その他の個別事業につきましては主要な施策の報告書および教

育委員会事務の点検および評価報告書に記載のとおりであり、歳入の方につい

てはとくに補足することはございません。 

林委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご

質疑はありませんか。 

三輪委員 評価報告書の28ページのコミュニティスクール推進事業についてお

尋ねをいたします。毎年言っておりますが、コミュニティスクールの性格上、

学校運営協議会では校長の運営方針や教育計画を承認するわけでございますが、

その教育計画や経営計画の概要を載せる学校要覧に、学校運営協議会の委員さ

んの名前も載せるべきではないかというふうに私は主張をしているわけでござ

いますけども、その後、どうなりましたでしょうか。 



岡野学校教育課長 委員ご指摘のとおり、学校要覧等への学校運営協議会の委

員長名等を載せることにつきましては、今かなりの学校で載せつつあります。

ただ、委員さん言われるように、すべての学校で載せているかといわれるとそ

うではありませんので、今後、全小中学校でそういう委員さん、委員長さんの

名前がきちんと載せられるよう指導もしていきますし、来年度につきましては

必ず全小中学校で載せるようにしたいと考えております。 

田村委員 主要な施策の報告書には載っておりませんけれども、決算書 234 ペ

ージ、コミュニティスクールコンダクター報酬 219 万 4,000 円でしょうか、何

人ぐらいでどういう仕事をされて、どういう報酬を払っているのかご説明をお

願いします。 

岡野学校教育課長 このコンダクターというのは13市町の教育委員会にすべて

配置をされていまして、学校運営協議会であるとかコミュニティスクールの運

営、それから推進について指導助言を行っているものでございます。また、長

門市の場合は公民館が窓口になっておりますので、公民館長さんとの連携も図

っていただいております。今年度から予算につきましては、昨年度は市の予算

でありましたが、今年度から県の予算に変わっているというふうにおもってお

ります。人数は１名でございます。この１名につきましては社会教育に堪能な

校長のＯＢを雇用しております。 

田村委員 この 219万 4,000円というのは、お 1人の方の人件費ですか。 

岡野学校教育課長 お 1人の人件費であるとか旅費となっております。 

田村委員 具体的にどういうお仕事をされているのか明確につかんでいない中

で言うのも気が引けますけども、ほかのいろんなこういう役をされている方と

バランス的にはずいぶん高いような気がしますけど、そのようなことはないで

すか。 

岡野学校教育課長 ほかの13市町のコンダクターと比べてもそんなに高いとい

うほどではありません。13市に準じた報酬になっているというふうに思います。

県の委託事業になっておりますので、県の要綱に沿って定めているものであり

ますので、市のほかのものとは比べることができないのかなと思っております。 

田村委員 直接委員長にも先ほどご相談しましたけれども、実は教育委員会だ

け今日のことがありますので調べさせていただいたんですけども、決算書には

ありますけれども成果報告書に載っていない大きな事業がいくつかあります。

教育委員会が出しておられる評価報告書の中にはいくつか載っているものもあ

るんですけれども、まず第一点、決算書にはあるけども成果報告書に載ってい

ない、たとえば補助教員の設置費の 1,494 万円、これはぜんぜん成果報告書の

ほうにはない。それから就学援助、小中、どちらもない。それからくじら資料

館に関する成果報告書もない。村田清風記念館の成果報告書もない。それから



学校給食につきましては給食センターのものがありますけど給食全体について

の成果報告書はありません。以前はあったと思うんですけど、なぜこれ成果報

告書から現在は外れているのか、というのは私どもはこの成果報告書を見ると

きにもちろん金額も確認してきますけども、一番下の欄の成果と課題というの

を見ながら同じ問題意識を共有しながら、どうすればいいかというのを考えて

いくというふうに思っておりますので、今言われた資料館にしても村田清風記

念館にしても、こういうふうな成果、課題というのを出していただいたほうが

我々としては分かりやすい。そういう点でね、決算書にはもちろん金額は、給

食全体では３億なんぼですからね。くじら資料館 678万円。村田清風 839万円。

決して小さくない金額ですよね。一つの事業とすれば。それの成果というのは

成果報告書にあってもいいんじゃないか。外している理由をお尋ねします。 

中谷教育部長 まず教育委員会事務の点検及び評価報告書ですが、この１ペー

ジのところに概要が書いてございますが、これについては平成 19年、法が一部

改正されて平成20年度からすべての教育委員会が策定することを義務付けられ

ておりますし、議会に提出し公表するようになっています。この掲載事務事業

につきましては同じく報告書の７ページでございますが、第２条の方に点検お

よび評価の対象というのを記載しています。毎年度、教育委員会の方で作成し

ております教育行政施策方針に定められた施策の中で、教育委員会が選択した

ものということで選択しております。一方、主要な施策の報告書でございます

が、これは平成19年以前から市の方が統一して策定しているものでございます。

現在これを継承して教育委員会のほうでも作成しているわけですが、この中で

施設の維持管理費とか経常経費等については含められていないということで、

他の部局とのバランス、そして整合性を保つということで、載せていない事業

もあるかと思います。必ずしも一致していない面がございます。教育委員会の

施策についてはこの教育委員会事務の点検および評価報告書、こちらの方がほ

ぼ含まれているということでご理解いただけたらと思います。以上です。 

田村委員 今私がお尋ねしたのは、評価報告書、外部委員の方の報告書の問題

ではなくて、主要な施策の報告書、地方自治法によって決められているこれで

すね。これの中に、何百万とか、一千万円単位、あるいは億に値する大きな事

業、基本的に我々が経常経費だけのものになるかどうかっていうのは判断はし

ますけど、やっぱり出てきて初めてわかるんでね。事前に経常経費だからぽん

と落としたっていうわけにはなかなかいかない。くじら資料館にしても、どう

やって盛り上げて入館者が増えるようにするのかという課題もあるわけですよ

ね。だから美術館とか、美術館は違いますけども就学援助とかにしても、今ま

で一般質問でも何回かありましたように、課題がある。そういうものを見極め

るために決算審査としての有効性を見ているわけです。ぜひ今後、いっぺんど



うあるべきかということについては、教育委員会だけじゃないんですよ。たま

たま時間的に教育委員会しか調べなかったということなんですけど、他の課に

もあるかもしれませんけど、ぜひ教育委員会としてもこのことについて使った

お金の使い道、その成果、課題等について大きな事業については、少なくとも

600 万円とか 800 万円とかいう金額が出てくるようなものは成果報告書に上げ

て、私は判断すべきだと思うんですけれども、このあたりは教育長にお答えい

ただければ。 

松浦教育長 お答えをいたします。今ご指摘の不整合であるというお話でござ

いましょうが、教育委員会の成果報告書と、市役所全体の報告書と一致しない

点があるんではなかろうかというお話でございますが、これから先は、やはり

ご指摘のあった方向でしっかりとした整合性を図っていって、だれが見ても分

かりやすい報告書になるのが、今後のあり方であろうというふうに思っており

ます。したがって、教育委員会としましても、関係の部局としっかり連携を図

って統一性を持たせていきたいと考えておるところです。 

重廣委員 主要な施策の報告書 194ページ。教育委員会の評価報告書は 22ペー

ジでございます。スクールバス運行についてお尋ねしたいと思います。評価報

告書を見ますと、バス運行は旅客自動車運送事業所２社と、１法人というふう

に書いてありますが、当初予算の時にも質問させてもらいましたが１法人の方

は、旅客自動車運送事業所というふうになっているわけですね。 

小川教育総務課長 今、委員のご質問にありました１法人につきましては、旅

客自動車運送事業所ではございません。 

重廣委員 それでしたら、この報告書と評価報告書２つあるんですけれども、

両方とも業者に委託してあると書いてありますから、これはちょっと嘘になり

ます。それはよろしいんですが、この評価報告書の外部評価の一番最後にです

ね、運転者の安全意識は十分にあると思いますが、安全業務に関する意識、再

確認のため、対策を講じる必要があるという言葉が私は気になりまして、これ

を見ますと、何か問題があったのかなと疑いたくなってしまうんですよ。この

対策を講じるって書いてありますけど、この対策はどのように考えておられま

すか。 

小川教育総務課長 外部評価の最後に載っております、安全業務に関する意識、

再確認のための対策を講じる必要があるということで、何かあったのかという

ご質問ですが、スクールバスの運行について何か問題があったわけではござい

ません。外部評価の方の、ここに書かれておる思いとすれば一般的に、より安

全に運行をされるように再確認と、いうことの方を主に言っておられるのだと

思っております。対策につきましては、これまでも行っておりますが当然、始

業前のアルコールチェックであるとか、車の始業前点検であるとか、そういう



ものは当然行っておりますし、子どもたちがきちっと安全に乗車、降車できる

ように指導もしておりますし、運行中に子どもたちがさわぐようであればすぐ

に止まって安全を確保するということは徹底をしておりますので、対策と言え

ば今までと同じようにこれからもやっていただくということでございます。 

重廣委員 それでは両方とも報告書にはバスの老朽化が懸念されますので更新

時期等の計画を立てる必要があるとありますが、バスはやはり普通車に比べま

すとかなり値の張るものでございますね。将来的な計画、見込みとして新車を

購入するということを考えられているのか、中古、タイミングもあるでしょう

が中古車を導入するというふうに考えられているのか。それか、たとえば一般

企業であれば何万キロ以上になれば検討すると、いろいろあるんですけれど、

そういうバスを更新する基準等を設けておられるのかお伺いします。 

小川教育総務課長 スクールバスを更新する明確な基準というものはまだ設け

てはおりません。すでに購入してから１５年以上経つ車もございますので、こ

れからどんどん更新していかないといけない時期がやって来るということで、

そういう今委員ご指摘の基準というところはきちっと設けてまいりたいと思っ

ております。それともうひとつ、新車を購入するかどうかということですが、

更新に合わせてどういうふうにしていくかというのは今のところ方向ははっき

りとしておりません。 

重廣委員 この問題の最後にしたいと思いますが、当初予算の時にも少し、議

論させていただいたと思うんですが、俵山中学校が深川中学校と合併となりま

して、俵山からバスが出ると。その中にですね、先ほど金額が上がった理由と

いうことで、支援補助員を俵山につきましては１人乗られるということでした

よね。そのバスに支援補助員さんを乗せたことによる効果をどのようにとらえ

られているか、そしてまた一年ちょっと経っていますけど、今もその方が乗っ

ておられるのか確認を、そのあたりの見解をお願いします。 

小川教育総務課長 今、ご指摘がありましたスクールバスへの支援員の同乗に

つきましては登校１便、下校１便について湯の家の職員の方が同乗されており

ます。それは昨年そして現在もそうでございます。この支援員の方は、学校の

授業の様子も少し見られて、職場の方に戻っておられます。ですから、バスの

同乗だけというわけではございませんが、主には登下校のバスの同乗というこ

とで子どもたちの見守りを実施しております。話を聞いておりますと、やはり

バスの中で、ざわつく。合併当初、平成 28年４月からの間は、かなりスクール

バスの車内はざわついておったということでございます。で、その支援員の方

がたびたび注意をするような場面もあったと。昨年の２学期以降はだいぶ落ち

着いてきたという報告は聞いておりますが、それでも、今でもやはりバスの中

で騒いだりする子どもたちはいるということの報告は受けております。ですか



ら当初に比べれば数は減ってはおりますが、落ち着いてきてはおりますが、や

はりそれが皆無になったわけではないという状況でございます。 

重廣委員 今そういう報告を受けておられて、これからはどのような対策を取

られるか、だんだんおとなしくなられたから、今のままで良いと思っておられ

るのか、もう 1人増やそうとか、そのあたりを聞きたいと思います。 

小川教育総務課長 支援員につきましては、このままで今増員というようなこ

とは考えていないところでございます。このまま様子を見ていきたいと思って

おります。この生活支援員にスクールバスに同乗してもらったり、先ほど言い

ましたが学校での様子の見守り、こういう活動のために学校生活支援補助金交

付事業ということで、湯の家に対して年間 200 万円を交付しておるところでご

ざいますが、これは平成 28 年度から 3 年間ということで予定をしております。 

先野委員 決算書が 271 ページ、272 ページです。主要な施策の報告書はあり

ません。教育委員会事務の点検及び評価報告書の 20ページです。学校給食セン

ターの運営管理事業なんですが、給食センターのことについてお聞きしたいと

思います。まず最初に、地産地消の推進について、課題の中には収穫率の低い

作物とかジャガイモ、ニンジンの関係を取り組むということで書いてあります

が、前年度よりはよく、今年度はなっていますが、今後の方針についてお伺い

します。 

小川教育総務課長 地産地消につきましては、これまでもいろいろな取り組み

を行っておりまして、点検及び評価報告書の 20ページのほうにも記載しており

ますが、県内産の使用率につきましては、県内各市の中では高い使用率となっ

ております。この高い使用率を維持するためにも今後も米については全量長門

産にするということにしておりますし、毎月 19日のながと食の日、それと各学

期にございます、地場産週間等の献立におきましては、地場産食材の需要拡大

を図る献立にしてまいります。地産地消協力の生産者から直接仕入れることも

ございますので、委員ご指摘がありました、収穫率の低い作物等につきまして

は、協力していただける生産者の方にいろいろお話をして、作っていただける

ようにというふうなお願いをさせていただきたいと思っておりますし、長門市

学校栄養士会、長門農林事務所、市の農林課、JA等々の関係機関との情報交換

や研究会を行っておりまして、それらを通じて新たな地場産物や生産者の掘り

起こし、こういうものに取り組んでまいりたいと思っております。 

先野委員 しっかり取り組んでほしいなと思います。それと、テレビ等で今騒

がれておりますよね、まああれは給食の中にいろいろなものが入っちょって、

業者に委託しちょるぶんじゃけ、うちではセンターやからと。1回何かありまし

たよね。そういう安全管理については、うちは大丈夫とは思うんですけど、そ

ういうことが 1 回確かあったと思うんですよね。そういう管理について今どの



ような管理をされているのかお伺いします。 

小川教育総務課長 委員ご質問の異物混入の件でございますが、本市では給食

センター2ヶ所で給食を作って各学校に配送しておるわけでございまして、今テ

レビで、いろいろマスコミ等で報道されておるような弁当の形での給食という

わけではございません。ですが、異物混入はやはりございます。一番多いのが

やっぱり髪の毛なんですが、これはセンターで入ったものなのか、学校で配膳

するときに入ったものなのか、食べる本人のものなのか分からないというとこ

ろが多いんですが、やはり異物混入があるのは確かでございまして、調理上で

は頭をすっぽり包むような帽子を被って、異物混入を防ぐような服装で調理を

しておりますし、一番最初に食材が入ってきて洗浄するとき、ここで一番きち

んとしないと、異物が調理工程のほうに流れていってしまうわけですが、そこ

できちんと洗浄し、異物の混入がないかという目視については行っておるとこ

ろです。複数の人の目視で異物の混入がないということを確認し、調理を行っ

ております。今後もやはり異物混入だけではなく、衛生上の問題につきまして

は、給食を扱うわけでございますので、十分注意してやっていきたいと思って

おります。 

先野委員 食物アレルギーの対応ですよね。前年度が長門の学校給食センター

が 51人だったものが 73人、日置学校給食センターが、前年度が 14人で今回は

10 人。少し日置の学校給食センターが減っているっていうのがちょっとおもし

ろいなと思うんやけど。この理由と、それと今後の、ここにも書いてあります

けど、食物アレルギーの外部評価のところに、食物アレルギーの子どもが年々

増えているということが書いてありますが、今言った 2 点についてお伺いしま

す。 

小川教育総務課長 食物アレルギーの児童生徒の数が年々増加しておると。と

ころが先ほど委員ご案内のとおりでございまして、こちらのほうとしましても

いろいろ理由についてお聞きすることはあるんですが、増加する理由は分から

ないというお話でございました。ですから食物アレルギーの数がなぜ増えてい

るのかというところはちょっとお答えのしようがありません。それと、食物ア

レルギーに対する対応でございますが、この対応につきましては、まずアレル

ギーがある場合には、まず最初に医者に診断をしてもらっております。医師の

診断書をもとに保護者と担任教諭、それと養護教諭、校長、それと学校栄養士

が子どもの学校生活における対応を話し合います。その際、給食における対応

についても確認を行い、情報の共有をそこで全員で行います。長門市学校給食

センターでは食物アレルギーに対応するために、専任の栄養士を採用しており

ます。保護者に翌月の献立を送付いたしまして、給食対応の確認を、学校を通

じて行います。実際には調理員と栄養士が個人ごとの給食を調理し、調理後は



対応どおりの調理ができておるかどうかを確認し、それぞれの学校に配送して

おります。そういうことで間違いのないような対応をしておるところでござい

ます。 

先野委員 日置の減った理由を答えておられません。 

小川教育総務課長 日置の学校給食センターにおけるアレルギーの児童生徒数

が減った理由につきましては、これもどういう理由で減ったきたのかっていう

のはちょっと分かっておりません。 

先野委員 そういうこともしっかり調べられて、前回も大変な事件がありまし

たので、アレルギーについてはしっかりと対応しとかんと大変なことに、命に

関わる大事な問題ですから、しっかりやっていただきたいなというふうに思い

ます。この問題は最後にしますけど、エピペン対応ですよね。やっぱり、大変

になっちゃいけないので、そういう注射を打つことも大事だと思うんですけど、

その対応についてお伺いします。 

小川教育総務課長 エピペンにつきましては、エピペンを持っている子につき

ましては食物アレルギーでアナフィラキシーショックを持っておる子でござい

まして、命に関わることがございますので、自己注射薬を持っております。エ

ピペンを持っている子につきましては、保護者の同意を得まして、まず消防本

部にも情報の提供を行っております。そういう事案がありますと救急車のほう

を呼びますので、消防本部にも情報を提供しておるというところでございます。

それと、学校の先生につきましても、いざという時エピペンが注射できるよう

に、昨年度は中学校区単位ではございましたが小児科の先生から講習を受けた

ところでございます。 

南野委員 学校給食のことについて 1 点お伺いさせていただきたいと思います

けど、平成 28年度において、市内各地区への配送業務にあたり、自然災害は別

にして雪とかそういうものは別にして、交通によるトラブルがあったかどうか

教えていただけますか。事故とかですね。 

小川教育総務課長 平成 28年度におきまして、事故等による配送の遅れはあり

ませんでした。ただ、配送の遅れが出そうだというところで、日露首脳会談が

昨年 12月に開催をされましたが、そのとき交通規制があるということで、俵山

小学校のほうにつきましては遅れる可能性があるということで、ちょっと時間

をずらしたということがございます。 

南野委員 私も先般、長門市のトラック協会の方とお話をする機会がございま

して、地元においても仕事量がどんどんどんどん減っていく中で、給食の配送

業務に関して、今後アウトソーシング、いわゆる業務委託する考えはないのか

お尋ねして質問を終わりたいと思います。 

小川教育総務課長 給食配送業務のアウトソーシングにつきましては現在白紙



の状況でございます。今後調理業務のほうもあるんですが、調理業務について

もアウトソーシングを考えていかないといけないというようなことになるかも

しれませんので、今後の方針については調理業務と配送業務と合わせて今後方

針を立てていく予定としております。 

田村委員 給食センターの配送の話ですけども、配送員の方がいらっしゃいま

すよね。今何名いらっしゃいますかね、15 人ですよね。その中で、パワハラと

いうか、そういうようなものがあって、要するにボスと言われる方がおられて、

その人の言うことを聞かないと、なかなかちゃんとした仕事をさせてもらえな

いとか、そういう話は耳に入っているんですけども、これは事実が確認できま

せんので、そういうふうな話はぜひそれはセンター長さんにお話して、やっぱ

りきちんとセンターとして解決するという方法でしかないんじゃないかという

ふうに、その方にはお話したんですけども。その後やられたかどうかの話は聞

いておりませんけれども、教育委員会のほうでその後そういうふうな話は。こ

れはかなり長い間あります。その方は最終的に辞められたという話も聞きまし

たけどもね。それ以後お会いしていないので分かりませんけれども、そういう

ふうな情報というのは教育委員会のほうで掴んでおられますか。 

小川教育総務課長 田村委員ご指摘の、パワハラではございませんが、そうい

うグループがあって、それと対立というか仲の悪い人がいるという話は聞いて

おりまして、給食センターの中でそういう配送員の方を集めまして、何度か話

をしてそういうことがないようにということで、こちらのほうとしても対応を

しておるところでございます。 

綾城委員 1点お伺いします。決算書の歳入の 53ページ、「学校給食費」につい

てなんですが、現在の学校給食費負担金の収納の方法についてまずお尋ねをい

たします。 

小川教育総務課長 原則として、口座振替でございます。小学校に上がられる

ときに、口座振替の依頼書を提出していただきまして、その口座から口座振替

で収納しております。ただし、就学援助を認定されておる方につきましては、

現金でご本人からではございませんが、現金で収納しておるということでござ

います。 

綾城委員 現金で収納されている方は学校のほうが、校長先生ですかね、収納

されているということでよろしいですか。 

小川教育総務課長 学校の事務員の方が受けられまして、それで教育委員会の

ほうに収めていただいております。 

綾城委員 この前の 9 月 6 日の毎日新聞で、文部科学省が現在全国の 4 分の 3

の市町村で、学校が給食費の徴収業務を自治体が直接するよう求める方針を決

めたと。未納の保護者への督促や多額の現金を払うことが教職員の心理的負担



と長時間勤務の一因になっており、業務を移すことで負担を軽減する狙いがあ

るとありますが、そういったところを今後、長門市としては教育委員会として

はどう対応されていくのかお伺いします。 

小川教育総務課長 学校給食費の未納部分の督促、収納につきましては、現年

分については現在学校のほうから行って、口座振替不納通知を出していただい

ております。督促状につきましては、本年度からではございますが、教育委員

会から保護者の方に出しております。収納先につきましては、督促状に学校の

ほうにというふうにしております。教育委員会よりは学校のほうが納付しやす

いのかなというふうにも考えておりますので、そういうふうにしておりますが、

過年度分につきましては、子どもさんがいらっしゃれば学校と連携はしておる

んですが、教育委員会のほうで主に収納のほうを、家庭のほうに訪問したり、

そういうふうな対応をして未納部分の支払いのほうを督促しております。（発言

するものあり）学校の負担を軽減というところの説明が抜けておりまして申し

訳ございませんでした。現在先ほど言いましたように、口座振替でございます

ので、先生が直接お金を集めてというような業務はございませんので、その部

分では学校への負担というのは今はないのかなと思っております。問題になっ

てくるのが、未納の部分をどういうふうにするのかということでございまして、

その収納方法の対応については先ほど申したところでございますが、やはり学

校を通じて保護者に話をするという部分は、学校の主には事務員さんにはなる

んですけど、そういう方を通じて話をしていただくこともございます。未納部

分につきましてはですね。やはり学校のほうから言っていただいたほうが効果

があるというところは正直効果がありますので、そこの部分では学校のほうに

負担をおかけするようになろうとは思います。 

岩藤委員 今の口座から落ちなかった場合に、生徒に渡してお知らせをしてい

るということになるんでしょうか。 

小川教育総務課長 口座振替ができませんでしたという通知につきましては、

子どもを通じて持って帰ってはもらうんですが、封筒に入れて持って帰ってい

ただくというようにしております。督促状につきましては、先ほど言いました

けど、教育委員会のほうから郵送させていただいております。 

早川委員 決算書の 234ページ、評価報告書の 50ページ、主要な施策の報告書

の 199 ページになるんですけれども、子ども教育ゆめ基金の事業なんですけれ

ども、アメリカに平成 28年度は行かれたと。課題と今後の取り組みの中で、29

年度は人数を増やしてベトナムに、各校 1 名づつ派遣できるようにベトナムに

っていうことがありました。これとっても私はありがたいことだと、子どもを

持つ親からしたら、世界をもう中学生のときから見れるっていうことはありが

たい事業で、これからもどんどん進めていただきたいんですけども、この行っ



た子たちの報告会と言うか、自分は言ってこういうことをやったとか、こうい

う経験をしましたって同じ友達に報告会というのはされているんでしょうか。 

岡野学校教育課長 報告会という改まったものは設定しておりません。ただ、

行った子どもたちがどのように語学を学び、異文化を経験してきたかというこ

とにつきましては、学校の文化祭で全体発表会とかがありますので、その場で

発表したり、行った内容については学校運営協議会でも校長から報告をしてい

ただくという形にしております。今年度は各学校、深川中は 2名行きましたが、

1名ずつ行っておりますので、今から文化祭の時期に入りますので、そういう場

を利用してしっかり経験してきた、または体験してきたことを情報発信するよ

うに今お願いをしているところでございます。 

早川委員 この事業はもっともっと行った子に対してそうやって文化祭とかで

聞くと自分も行きたいとかっていう子も多くなると思いますので、その機会を

与えてやってほしいと思います。それと、報告書の 36ページ、決算書 234ペー

ジ、主要な施策の 201 ページの「学校図書館支援員配置事業」の件なんですけ

ども、この外部評価のところに、支援が週 4 時間。これはあまりにも短すぎる

のではないかと外部評価のほうにあります。これはなぜこの評価をされた方が

短すぎるんだと感じられたかというのはお聞きされていますでしょうか。 

岡野学校教育課長 今配置している学校におきましては、非常に高い評価を得

ております。ですので、もう少し時間があればもっと充実するのではないかと

いうことでこのような評価をいただいているというふうなお話でございます。 

早川委員 時間を延ばせばという意味でということだったんでしょうかね、じ

ゃあこれは。短すぎるということは、まだやりたくないことが、手がつけられ

ないことがあるのにという意味で私は捉えたんですけども。いかがでしょうか。 

岡野学校教育課長 欲を言えば切りがないので。ただ配置された 3 校において

は、貸出数も増えていますし、読書好きな子どもたちが増えているというふう

な校長の報告も得ております。従いまして、もう少し時間が取れれば、図書館

支援員さん、読み聞かせ等もされていますので、更に子どもたちの読書活動が

充実するのではないかということで、もっと時間があればいいのではないかと

いう評価だというふうに捉えております。 

早川委員 課題と今後の取り組みの中にも、今置かれた配置されている学校は

週 4 時間でも高い評価を受けている、今後、配置員を希望されているほかの学

校もあるということなので、それに関しては今後増えていく可能性というのは

やはり考えていらっしゃるんですかね。 

岡野学校教育課長 図書館支援員さんについては、各学校、要望も多いです。

ただ、今図書館のボランティアの方もかなり学校に入っていただいているとい

うふうにも聞いております。そのあたりをうまく噛み合うような形で、ただ図



書館支援員さんを数だけ配置すればいいというわけではなくて、配置していく

その中身の問題ですね。どういうふうにすれば子どもたちの読書活動が充実す

るのか、そのあたりのしっかりした内容を充実するような研修も含めて考えて

いく必要があるのかなというふうに思います。ただ、今議員ご案内のとおり、

効果はありますので、できたら増員をしたいという思いは、学校教育課として

は持っております。 

先野委員 主要な施策の報告書が 198ページです。点検及び評価報告書が 52ペ

ージです。課題と今後の取り組みのところに、「中学生の防災に対する意識は高

まった」と。「地域を巻き込んだ活動に発展させることが課題である」というこ

とが書いてありますが、そのことについて、今後の課題ですよね。どういうふ

うに結び付けていくのかお伺いします。 

岡野学校教育課長 この事業は当初今年度で終了する予定でございました。た

だ、今年度台風でこの事業が実施できませんでしたし、8月には南三陸町の町長

さんの防災の講演会もあり、その中で市長さんとの話の中で、今後もこの事業

については継続していこうということを聞いております。従いまして、先野委

員さん言われましたように、来年度もこの事業が続くというふうにこちらは考

えておるところです。それで、今行き来をしているわけです。各年おきに南三

陸町に行ったり、また、南三陸町からこちらに来ていただいたりしながら交流

を深め、合わせて防災への意識を高めていくと。そのことをやはり学んだこと

を情報発信する場が必要ではないかというふうに考えておるところです。合わ

せてこのことをやっぱり中学校だけで止まらせずに、小中であるとか、地域に

この防災意識を高めるために連動していく必要があろうかと。各小中学校での

避難訓練等も今、小中学校、中には幼稚園・保育園を巻き込んだ避難訓練を実

施しておるところも増えてきていますので、そういう中で、こういう子どもた

ちが体験してきたことを、少し時間を取って伝える場を設定するなど、そうい

うことを工夫しながら、今委員さん言われたようなことが達成できるのかなと

いうふうにも考えているところです。 

先野委員 今地域との連携を取ってやりたいみたいな話をされたと思います。

小学校についてもしっかりやってほしいなと思うんですが、これ、防災危機管

理課と連携ですよね。ちょっと必要になると思うんですけど、今言われた地元

での防災訓練、これにもぜひ小中学校が、まあ時間が合えばの話なんですが、

学校があるのでなかなか合わないとは思うんですが、そういうところに出てや

っぱりこういうことがあったよという話をしたり、小学生がおればだいぶ賑や

かになりますし、なかなか地域の防災訓練も暗い部分もあったり、地元のもん

だけで、うちも俵山で今回防災訓練をやりましたけど、子どもさんもいらっし

ゃって、そういう防災に対する意識啓発、これがやっぱり今回中学校に行って、



いろんなことを学んだことを地域に落としていく。そういうことがやはり大事

になると思うんですけど、その点についてお伺いします。 

岡野学校教育課長 今地域教育ネットであったりとか、コミュニティースクー

ルであるとか、地域と連携・連動した取り組みというのが本市の教育の一つの

柱になっておりますので、今委員さん言われましたように、しっかり地域、ま

たは小中、または保育園等々連携して、どのような避難訓練、防災訓練が必要

なのかというのをしっかり話をしたうえで、今言われましたように、地域で取

り組めることをしっかり取り組んでいくという形に、投げかけをしていきたい

というふうに思っておるところでございます。防災危機管理課との連携は、今

回の事業の中においてもお願いをして連携してやってきたところですので、今

後もしっかり連携して取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

重廣委員 主要な施策の報告書は 203ページ、評価報告書のほうは 24ページに

なると思います。小中学校のパソコン整備事業につきまして、確かこの年から、

タブレット導入をされたと。導入されるところは流通期限が満了するところを

タブレットに変えていくっていう話ではなかったかと思っておりますが、タブ

レットに変えたことによる、まず一番聞きたいのは、児童生徒たちの反応。大

変難しいと思うんですが、この成果、いろいろ書いてあるんですけども、子ど

もたちはどういう反応であったかというのを聞きたいと思います。 

岡野学校教育課長 タブレットに変えたことにより、持ち運びが割と簡単にな

ったんですね。グループで学習したりいたしますので、そういう意味は調べ学

習等々非常に友好的に活用しているというふうに思っております。子どもたち

の学習の様子を見ていますと、話し合い活動、特にこれからアクティブラーニ

ングというような形も進めていくわけですが、主体的な学びへ続くような一つ

のツールとしては有効ではないかというふうには考えております。 

重廣委員 これは各学校でグランドまでカバーする無線ランの整備、つまり

Wi-Fi環境を整えたということじゃないかと思うんですが、先生方の中には、以

前議論があったんですが、指導的な立場になれる人が、得手不得手があると思

うんですよね。そのとき、どうやったら先生方にも講習を受けてもらって、子

どもたちに平等に教えられるような環境を整えたいというふうなことが書いて

あるんですけどやはり課題には、得手不得手の先生がおるから、まだまだ指導

研修が必要であるというふうに書いてあるんですけど、その後どのようになっ

たのかというのと、先ほど Wi-Fi 環境、得意な先生方から言わせると、まだま

だスピードが足らんのじゃないかという声はなかったかどうか。この 2 点を伺

いたいと思います。 

岡野学校教育課長 それでは私のほうからお答えさせていただくのは、今言わ

れた研修の件についてお答えをいたします。今小教研、中教研の視聴覚部とい



うのがございまして、そこで夏休み等にもタブレットであるとか、視聴覚機器

を使った研修会を実施しております。合わせて校内の研修会においても、研修

の中で視聴覚機器をいかに有効活用するかということで、研修会が行われてい

るところでございます。ただ、今個人差があるというのはどうしてもそれは致

仕方ないところもあります。50 歳を過ぎてなかなか新しいものを使って授業を

するというのも抵抗のある先生もおられるのは確かでございます。そういう中

においてもこういう視聴覚機器が使えるようにしていくということが大事です

ので、今後も研修は継続してまいりたいというふうに思っております。 

小川教育総務課長 スピードのことについてお答えをさせていただきます。現

状では学校のインターネットにつきましては、ほっちゃテレビの配線を利用し

ておるわけでございます。ですから、一般のユーザーの方と同じでございます

が、学校の場合、いっぺんに皆がアクセスをするとやはり遅くなるというのは

現状でございます。それ以上にハード的にちょっとおかしいんじゃないかとい

うようなことがあれば、すぐに業者さんのほうに連絡をして、ネットワーク環

境の確認等はしていただいているところでございます。 

林委員長 ほかにご質疑はありませんか。ご質疑もないので、質疑を終わりま

す。以上で、教育総務課及び学校教育課所管の審査を終わります。ここで暫時

休憩します。再開はこの時計で 10時 55分からとします。 

 

― 休憩 10：40 ― 

― 再開 10：55 ― 

 

林委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。続いて、生涯学習スポーツ振興

課所管について、審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いし

ます。 

中谷教育部長 それでは生涯学習スポーツ振興課所管につきまして、補足させ

ていただきます。決算書 245ページからの第 10款「教育費」第 6項「社会教育

費」でございますが、前年度に比べて約 1 億 1,500 万円の減額となっておりま

す。この主な要因といたしましては、前年度、平成 27年度においてはラポール

ゆやの施設改修に約 6,900 万円を支出したほか、日置地域づくりセンターの耐

震工事に約 4,500 万円、くじら資料館の改修工事に約 800 万円など、社会教育

施設、文化施設の大規模施設改修を実施したところであり、これらが完了した

ことによるものでございます。そのほか、個別事業につきましては、主要な施

策の報告書及び、教育委員会事務の点検及び評価報告書に記載のとおりであり、

歳入につきましては特に補足することはございません。 

林委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご



質疑はありませんか。 

三輪委員 評価報告書の 30ページ「地域教育ネット事業」でちょっと教育長に

お尋ねをいたします。地域と学校がどこまで関わっていくのかということなん

ですけど、教育長として、現状の今までで良いとお考えなのか、それとももっ

と深く関わっていきたいと考えておられるのか、それとも、これ以上付き合え

ば学校行事等にも影響が出てくるので、縮小したいというふうに考えておられ

るのか、教育長のお考えをお尋ねいたします。 

松浦教育長 地域教育ネットと学校等の、あるいは地域等のあり方のお尋ねだ

と思いますが、長門市はご案内のとおり、学校はコミュニティースクールを全

小中学校に指定して、もう 6 年経過をしております。その後地域教育ネット事

業を、公民館を主体とした事業として重ね合わせて、地域社会が総ぐるみで学

校を、子どもたちを育て上げていくというシステムにしております。このツー

ルは当面、一番素晴らしい方法論ではないかなというふうに思っております。

ただ、今ご指摘がございましたように、たとえば学校行事と地域行事との兼ね

合いというようなことになってきますと、現場の学校、あるいは地域の現場の

皆さん方のお互いのやり取りでございますが、そこはやっぱり学校教育の一環

として捉えた事業につきましては、しっかり地域へお願いをしたり、地域との

双方向でできうるということも考えられますし、それから地域行事を主体とし

たものを、学校へお願いされるということもございますので、これはこれでや

っぱり学校を開くという意味から言えばやはり非常に重要なポイントでもござ

います。従って、今の現状はこのまま流していくということが一番のベターで

はなかろうかなというふうに思っておりますが、ただ教員の今の働き方改革の

大きな枠組みの中では、たとえば土曜日曜に教員が出ていくという一つの事象

がありますけども、こういう点につきましてはやはり地域の方々と今後やはり

話し合いをしっかり進めて、そして子どもたちの、あるいは地域社会への貢献

のあり方、地域の貢献のあり方については、やはり模索をしていく必要がある

んではないかなというふうに考えております。 

三輪委員 この中で、中学校区をひとまとまりとした地域ぐるみで子どもを育

む仕組みづくりというふうに書いてございますが、同じみずゞ学園の学校でも、

学校によって地域行事への対応が変わってくるということを感じておりますけ

ど、やはり今の教育長のお答えでは、現場の学校長の判断に任せるということ

でしょうか。 

松浦教育長 現場の学校長は、相当な程度委任をしているのが一つの、今の学

校教育、学校とのあり方でございますので、地域社会において学校長がいろい

ろ判断をするということは当然ありうることだというふうに考えております。 

三輪委員 だから同じ地域行事でも学校によって対応がまちまちになってくる



場合もあるということですね。 

松浦教育長 学校集、小学校、中学校においてもやはり違った観点で子どもを

育てるという一つの枠組みから考えた場合には、実際も目に見える形では対応

が変わってくることはあるかと思います。 

三輪委員 去年まではこれで良かったのに校長が変わったとたん、とたんに駄

目になったということがあるわけですよね。だからその都度現場の学校長の判

断で行う、それとも教育委員会のほうで一線を引かれるということなんですか。 

中谷教育部長 私のほうからお答えさせていただきます。今のご質問ですが、

学校によって、また校長によって地域との関わり、対応に差があるんではない

かということがあろうと思います。異動等によりまして初めて長門市に来られ

た校長先生、また長い間市外に出られて、久しぶりに帰って来られた先生にと

っては、長門市が行っているコミュニティスクール、そして地域教育ネットに

ついてなじみが薄く、理解不足の点もあるかと思います。教育委員会としては、

機会があるごとに校長会等も通じて、そのへんのことは指導等しているところ

ですが、そういった苦情等があったことについてはまた、来週さっそく小中学

校の校長会のほうがございますので、そちらのほうでも指導徹底を図りたいと

考えておるところでございます。 

三輪委員 苦情ではないです。（笑い声あり）こういうことも考えられるという

ことですので。はい。 

田村委員 評価報告書で言えば 79ページ、ウルトラダブルマラソンですか。こ

のことですけども、これ自体は 28年に計画されて、今年実施されたわけですけ

ども、これの課題のところで、28 年の総括ですから、準備の問題が上げられた

けども、やってみて、どういう評価になっているのか。課題とかで実際にやっ

てみられて、そのあたりの反省点もあろうと思いますのでお聞かせいただきた

いと思います。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 実際にやってみてということで、まず大会の

参加者にアンケートのほうをいただいております。だいたい約半分の方にアン

ケートをいただきまして、回収しておりますので、その内容というのが、宿泊

された方は 38%宿泊されております。観光をされる方が、または翌日される予

定という方が 44%あったということで、通常のウルトラマラソンとかであれば、

日帰りというのが大きいところですが、このアンケートからいけばかなりの宿

泊者とかがおられたと思います。それから実施して、いろいろとアンケートを

選手の方にもいただいておりますが、コースの設定とかは坂が多く登山のよう

だったとか、コースが狭く車が危険だとか、あとはトイレが少ないとかいろい

ろとアンケートをいただいております。ボランティアの対応については、これ

は選手の方からはすごく好評で、ボランティアの皆さんが温かくて素敵な人ば



かりでとても助けられたとか、学生ボランティアの対応やブラスバンドの演奏

がとても良かったとか、そういうアンケートの結果が出ております。あとは大

会についてということで、会場が寂しいとか音楽を流したり、昼食のうどんや

カレーのサービスがあると良いとか、参加定員が少なく 1 人寂しく走ることが

あったとかいうのはあります。ただ地元の方の運営や施設エイドがとても充実

していたというアンケートの結果もあります。ボランティアの方にもアンケー

トをいただいておるんですが、次回参加についてということで、どうだろうか

ということでお聞きしております。できれば参加したいという方が 51%、ぜひ

参加したいという方が 27%、わりかしボランティアの方も好評だったと。参加

されて良かったと感じられる方が多かったんではないかと思います。ただ、大

会自体はどうにか無事に終わったんですが、運営に関してはかなり、たとえば

指揮命令系統と言ったらおかしいんですけど、責任の分担というか、そういう

ところがはっきりまだできていないというところで、ボランティアの方がどこ

に聞いていいか分からなかったとか、そういったことがありましたので、そう

いう点は次回からはそういう反省点を改善しながら進めていきたいとは思って

おります。 

田村委員 良い大会だったと思いますね。効果のあった。非常に私も、言えば

二重丸のあれなんですけども、ただ 1 点、私ずっと思うのが、たとえばこれが

行われて、次の日の新聞とか、あるいはマスコミのいわゆる露出度という点か

らしてみた場合に、非常に、ずっと 2日間テレビを某 NHK、ニュースの時間だ

いたい分かりますので見るけども、ほとんど放映はなかったですね。これは別

の方からの言葉か忘れましたけど、マスコミ対応というのが非常に下手くそじ

ゃなかったのかと僕は思いますね。これ JALが冠でけっこうきつい、ハードな

んですよね、84．何キロというのはね。これに参加しようという人はよほどそ

ういう気持ちのある方ですけど、やっぱりこれはマラソンからすれば日本で一

番厳しいようなマラソンだと思うんですよね。もっと話題を集めても良い。も

っと露出度が上がっても良いと思うんですよね。そのあたりの準備というか対

策というものが足りなかったんじゃないかと。非常に少ない人数の中で皆さん

一生懸命やられたので、その点は限界があるのは分かっていますけど、今度や

るときにはやっぱり露出度をもっと上げて、長門のアピールとして一つの大き

なあれですし、長門市のスポーツイベントの中ではこれが一番大きいイベント

になるんじゃないですかね、ラグビーとかそういうのを除いたら。だからこれ

はもっと本格的に構えてやる必要があると思います。そのあたりのお考えをお

聞かせください。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 確かに第 1 回目ということで、マスコミまで

なかなか準備が回らなかったということはあります。今度は 2 回目からは体制



も整えながら教育委員会だけというわけではなく、全課と言いますか、ほかの

関係課も合わせて組織的な。 

田村委員 最後ですけども、冠になった JALさんの評価というのはいかがかな

と。JALさんにしていただいて、そのあたり。 

大西スポーツ振興係長 日本航空さんの評価ということですが、大変満足して

いただいておるということで、JAL さんから私どもへの評価ということですよ

ね。大変満足しておるということですが、やはり言われたとおり、露出が、日

本航空としては広告ですから、露出が少ないとやはりそこらへんは不満な点も

直接は言われませんけども、にじまされられるというようなことは若干あろう

かと思います。来年度以降についても引き続き冠を使っていいという了解は得

ておりますので、また JAL さんとも連携して一緒になって PR 活動をしていけ

たらなというふうに考えておるところでございます。 

先野委員 教育委員会の事務点検及び評価報告書の79ページの課題のところで

す。今回申し込みの関係の予算が出ています。その話を課題のほうで聞きたい

んですが、申し込み用紙となる振り替えの承認等に時間がかかってパンフレッ

トの配布から募集開始までの時間が短くなったと。ウェブ申し込みと郵便申し

込みの割合も含め、検討が必要となると書いてあります。今後の対策について

お伺いします。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 前回は最初ということで、印刷とかそういっ

たところに時間がかかってということで、募集の開始が遅くなったということ

なんですが、ちょっと手間取ったというところはありますが、今回は修正をし

て早めに準備をしながらやっていけたらと思います。それから、ウェブ申し込

みと郵便申し込みの割合ということなんですが、これはダブルマラソン、シン

グルマラソンのほうが 1 割、棚田ウォークが 3 割を郵便振替と設定していると

ころです。一応これも次回こういう形の割合で今考えているところです。 

江原委員 私も非常に良いイベントだったというふうに思っておりまして、今

発言の中でけっこう控え目にアンケートの内容とかも厳しめの意見を拾ってし

ゃべられているんですけども、けっこうアンケートの中に良いコメントも入っ

ておりますし、コースなんかも登山のようだったと言われましたけども、実際

アンケートは非常に良かったと良かったを合わせると、だいたい 80%近い人が

満足していたというふうに拝見させていただいているんですけども、確かに 1

回目なので、非常に大会としては完成されていないというのを私なんかいろん

な大会に出ているんですけども、思っています。ただ、本当に長門のためにも

うちょっとお金を落とさせるという意味であれば、シングルマラソンのスター

ト時間を、あと 30分ないし 1時間早めていただければ宿泊客がもうちょっと増

えるんじゃないかなというふうに思います。ダブルマラソンで市外・県外から



来ていただいている方はだいたい泊まられていると思うんですけども、シング

ルのほうがけっこう遠くから来ている人も、日帰りで頑張っている人もいらっ

しゃるので、あと 30分、1時間早くしていただけると宿泊客がもうちょっと増

えるんじゃないかなという印象を受けたというのと、あともう 1つ、12時間、

13 時間走って帰って来た人をゴールのところで待ち受けていたのが、黄色い T

シャツを着たスタッフくらいしかいなかったというのが非常に寂しいなという

のが率直な感想でした。それとまだほかに細かいところはたくさんありますけ

ども、それはちょっとお邪魔して話させていただきますけども、本当に私は良

い大会だったと思っているので頑張っていただきたいと思っております。ちょ

っと感想を一つ、お願いしたいんですけど。感想と言いますか答弁を。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 大変良い評価をいただいて嬉しく思っており

ます。実際アンケートの中でもそういった形で選手の方からはすごく良い評価

をいただいて、特に地域の方々がすごく応援してくださるということで、その

へんの評価がすごく高かったということで、私たちも地域の人達の協力がなけ

れば、それこそボランティアの方達の協力がなければ実際成り立っていかない

大会だと思っておりますので、そうやって協力していただいてすごく嬉しく思

っています。 

大西スポーツ振興係長 ちょっと捕足で。スタート時間のことを先ほど言われ

ていたんですけども、スタート時間はこれ、関門の関係とかそこらへんを見て

だいたいこの時間に設定させていただいておるところでございます。要は本大

会で一番懸念されたのが元乃隅稲荷付近をいつ頃通過するかというので、時間

の設定をさせていただきまして、その時間をだいたい同じ時間で通り過ぎるよ

うにということで設定をさせていただいた関係もありまして、9時スタートとい

う形にさせていただきました。ただこれが 30分早かったらどうなのか、1時間

早かったらどうなのかという検証を、今回通過時間を踏まえましてよく確認し

たうえで、できれば先ほど議員さん言われたとおり、早めにすれば泊まる可能

性も増えるということになりますので、そのへんを検討したいというふうには

思っています。 

岩藤委員 ちょっと 1点ほどお聞かせ願いたいんですが、今ボランティアの方々

は来年度もボランティアをしたいというふうな数値がかなり出ているようにお

見受けしたんですけども、出場というか、ダブルマラソンとかに参加された方

のリピーター率というか、来年度もどうかっていうふうな割合というか、それ

はどのように把握されているのか教えていただけたらというふうに思いますが。 

大西スポーツ振興係長 選手についてはまだ来年参加するかどうかというのは

なかなか分からないところがあるんですが、評価としては、来年参加したいか

というアンケートをしていないんですが、一応この大会が良かったということ



で評価は受けているというところでございますので、来年参加したいかどうか

というところまではちょっと分かりかねます。 

中平委員 課題と今後の取り組みですよね。これ地元の方にアンケートを、自

治会を窓口にして取られていますか。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 正直ここまでアンケートのほうはいただいて

おりません。 

中平委員 同じようなマラソンで、萩マラニックというのがあります。その出

場選手による、地元への被害というか、極端な話が人の水道を使ったり、家の

中に黙って入り込んだりというのがあって、こういうことを先に僕は学習課さ

んのほうにおかれましては、そのアンケートを取って反省会なりなされますか

ということを言ったけども 4 ヶ月もたつのにアンケートもとっていない、反省

会もやる気はない。これで次は大丈夫なんですか。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 アンケートのほうは取っていないし、反省会

ということなんですけど、実行委員会のほうは反省会はしておるんですが、報

告もしておるんですが、地元の方とはなかなかそういったところまではやって

いませんでした。もしあれだったら、アンケートというわけにはいかないかも

しれませんけど、また地元の方の意見もお聞きに回りたいと思います。 

中平委員 地元の方の意見を僕は向津具出身だから聞くことが多いんですけど、

やりっぱなしじゃないかと。そういう評価が出ています。特に対外的な評判も

お金の儲かる・儲からないもいいけど、主催市である地元の方をもうちょっと

考えてあげてやってください。お願いします。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 今後は地元の方に協力いただかないとできな

い大会なので、ぜひともお願いをして、きちんとその場限りで終わらないよう

な形で進めていきたいとは思っております。 

林委員長 この問題の関連はよろしいですか。ちょっと、29 年度決算審査みた

いになってるけど。（笑い声あり）よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

田村委員 成果報告書で言えば 212 ページと 213 ページ、文化財関係。関連し

ますので。それと評価報告書には 82 ページから 85 ページまで。これも文化財

関係のあれですけども。ちょうど 1年近くになります。昨年の 12月議会で文化

財のことについてお尋ねをいたしました。要点は新庁舎ができるときに教育委

員会は移ると。あの庁舎をどう活用するのかという形で、その時点では見通し

がまだありませんけども、文化財ですね、資料館として成立させるのかどうか

という方針を決める必要があるんじゃないかと。それに基づいた長門市の文化

財の基本計画的なものをどうするかと、ちゃんと決めていく必要があるんじゃ

ないかということのご提案をさせていただきましたけども、その後さしたる動

きも見えませんが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 



中谷教育部長 まず歴史文化財等の計画についてでございますが、昨年 12月の

定例会の田村議員からの一般質問では、教育長のほうが現行の職員体制ではな

かなか厳しいというようなお答えをして、人的な条件整備を含めて有識者等の

意見を伺いながら検討していきたいというふうにお答えしたところでございま

す。年度が変わりまして、平成 29年度になりましたが、生涯学習スポーツ振興

課のほうの職員体制でございますが、1 名減というふうな形になっております。

また、文化財保護室の職員についても正職員 2名配置のところですが、1名が休

職中ということで、補佐兼務の室長が 1 名の体制のままということでございま

す。ということでなかなか対応が困難という状況が続いております。しかしな

がら、本市に点在する史跡、また文化財等を総括的に管理運営することは必要

でございますし、文化財行政の発展にも繋がることでございます。また、波及

効果といたしましては観光面にも波及できるのではないかというふうな形でご

ざいますので、引き続きその際言われた学芸員の配置等も含めて、検討なり要

望等もしてまいりたいというふうに考えております。そしてまた、歴史民俗資

料を集約して現行の教育委員会の建物に集約してはどうかというふうなご質問

があったと思います。平成 28年 3月に策定いたしました、長門市公共施設等総

合整備計画、第 1 次アクションプランでは、教育委員会事務局のほうを、市役

所新庁舎に移転させる中で、現教育委員会庁舎を用途変更するというふうにし

ておりまして、その中で長門歴史民俗資料館、清風記念館、日置歴史民俗資料

館の 3 ヶ所に今分散しています歴史民俗資料の展示については 1 ヶ所に統合す

ることが可能であれば検討を行い、統廃合が可能であれば、日置歴史民俗資料

館については廃止して解体するというふうな形の計画になっていると思います。

教育委員会といたしましても、分散している歴史民俗資料を 1ヶ所に集約して、

展示物の充実を図って、展示方法、内容等を工夫することで市民の方も利用し

やすい施設となって、管理運営面からも良い効果が生まれるのではないかと考

えているところでございます。そうしたことで、現在の教育庁舎にある、長門

歴史民俗資料館を拡充整備する形で検討のほうをうかがっているところですが、

教育委員会庁舎の後利用につきましては、長門歴史民俗資料館だけではなくて、

教育支援センターのほうもそのまま残るようになります。この教育支援センタ

ーについては立地条件等から、現在の位置が最善ではないかというふうに考え

ております。これについて既存の別館にそのまま残るのか、本館に移転するの

かについてもまた検討しているところでございますし、またすぐ近くにある深

川児童クラブについても施設が手狭ということで、移転の候補にも上がってい

る面もございます。そうしたことに加えまして、現在の教育委員会の庁舎につ

きましては、RCの構造でなっておりますが、昭和 36年度建築でございまして、

もう 56年が経過しております。老朽化も進んで耐震診断のほうも未実施という



ことで、改装・改修となればまた、それなりの経費が必要というふうに考えて

おるところでございます。そういったことで歴史民俗資料につきましては、教

育委員会のみならず、庁内の関係部署とも協議を重ねながら検討してまいりた

いと考えておるところでございます。 

田村委員 評価報告書の中の文化財関係のあれを読んでみても、深川小学校の 3

年生が、たとえば昔の農器具はどうだったというのを見学に行って、そこで勉

強するということをやってきた、そういう成果があると書いてありますけど、

今現在、皆さん行ったら分かると思いますけど、1階の隅のほうに雑然として積

んであって。もし本当に農機具を見るんだったら、まだ村田清風記念館のほう

がいいですよ。だから教育委員会のところにある文化財の資料室、この現状は

散々たるものだと思いますよ。僕は文化財支援の方、藤井さんですか、本当に

よくやっておられる。大変だと思いますよね。だから本庁舎に移っても 32年ま

で決まっているわけですから、ぼちぼちちゃんとした計画を作ってやらないと

間に合わない。そのあたり、教育長いかがですかね。そのあたりの計画をちゃ

んと作っておやりになる必要があるんじゃないかと思うんですけどいかがでし

ょうか。 

松浦教育長 今ご案内のとおり、今の庁舎の対応でございますけども、今中谷

部長が申しましたように、文化財関係を一つのものにして、更にそれを充実・

発展して管理運営していくという方向性は、大枠イメージはできているんです

が、今ご指摘のとおり、現実の計画性であるとか、あるいは現実のスケジュー

ルであるというところまでまだ至っておりません。このへんにつきましては庁

舎がいついつ完成ということが市役所が分かっておりますので、スピード感を

持って対応できるような考え方にしていきたいというふうに思っております。 

田村委員 市の文化財というのはたくさん、まあ県指定、国指定いろいろある

んですけど、市の指定の文化財の中で、一番気になっているのが 1 つあって。

というのは板持にあります、深川廃寺。6世紀か 7世紀の時代のあれで。あそこ

に行ってみますと分かりますけど、こんなところにこんな大きな寺が、誰がい

ったい何のためにという興味と言いますか、思いと言いますか、沸々と湧きま

すよね。これが市の指定にもなっていないと。これは発掘時の調査時にやっぱ

りやらなかった、できなかったことがいまだに響いているのかなと思うんです

けども、やはり長門市として、いろんな古墳時代から飛鳥時代にかけての遺物

がありますけども、やはり僕は深川廃寺というのは非常に大きな財産と言いま

すか、思いますので、少なくとも市の文化財指定くらいは何とかやる必要があ

るんじゃないかと思いますけど、そのあたりいかがでしょうか。 

国近生涯学習スポーツ振興課長補佐 今ご指摘のありました、深川廃寺ですが、

市の指定にはなっておりません。どういう経緯でなっていないかというものを



合わせまして調べていきたいと思いますが、所有者の方のご意見等もございま

して、所有者の方が拒否されれば当然指定等にはなりません。そのへんも含め

て確認・調査していきたいと思います。 

重廣委員 主要な施策の報告書 206ページ、評価報告書は 80ページでございま

す。「放課後子ども教室推進事業」につきましてお聞きしたいと思います。これ

は共働き等、核家族化が進んでおりますので、家にお年寄りがおられないと。

放課後の子どもの居場所づくりとして大変素晴らしい、ぜひ継続していただき

たいという意味で伺います。この安全管理員ですよね。安全管理員さんは基本

的にはボランティアであるから、今時給 500 円でボランティアをしてもらって

おります。これが児童クラブとの違いはいろいろあるんですが、児童クラブは

先日、皆さんの前で金額を聞きますと、パートは 860 円というふうに金額の差

がございます。なぜ私がこういうことを言うかと言いますと、夏季休業のとき

は、放課後はございません。放課後ですから学校があるとき。土日はありませ

んし、夏季休業。冬、春はございません。その間に児童クラブにお手伝いに行

かれるパートさんもおられまして、その金額の差に唖然とされるということが

あるんですよね。ただ、それぞれの課題の中に、継続をするためにどのように

したらいいか、継続をするのが難しい。というのは、今いろいろ安全管理員さ

ん、またやっていただけませんかとお願いしているんですけど、ボランティア

の 500 円というのにちょっと引っかかりまして。今最低でも山口県が 777 円で

すかいね、最低賃金というのが。そういう金額は定められていると思います。

これを作ったときの経緯があるから 500 円で通していきたいという気持ちがあ

るかもしれません。ただ子育て支援課の課長さんは 31年には統合して、児童ク

ラブと放課後子ども教室を統合するようなことも言っておられたと思います。

これからどのような横の連携を取られて、どのように進めていかれるのかを伺

いたいと思います。 

中谷教育部長 以前重廣委員のほうから直接お聞きしたので私のほうからお答

えしたいと思います。委員ご指摘のありましたとおり、制度の違いによりまし

て、放課後子ども教室の安全管理員の謝金、今 500 円と言われましたが 1 時間

あたり 540 円でございます。そして児童クラブの補助員の賃金が資格のない人

が 860 円というふうな形で、1 時間あたり 320 円の格差がございます。委員申

されましたように、山口県の最低賃金を下回っている、そして児童クラブの補

助員と同じような業務内容にも関わらず処遇の差があるというふうなことだろ

うと思います。放課後子ども教室の安全管理員についてはボランティアがスタ

ートということでございますが、教育委員会の点検及び評価報告書の８１ペー

ジのほうにも記載しております。課題と今後の取り組みで、高齢化によって安

全管理員の確保が難しい状況というふうな状況もあります。また、本市では少



子化が急速に進行している中で、核家族化の進行、そして共稼ぎ世代の比率が

高いということで、放課後子ども教室や児童クラブのニーズが非常に高くなっ

ている現状がございます。教育委員会といたしましては、放課後子ども教室を

運営していただくスタッフの確保という観点、また子育て支援といった観点か

らも、放課後子ども教室の安全管理員のみならずコーディネーター、学習アド

バイザーについても児童クラブ並みの処遇に、謝金のほうを引き上げるという

方向で今考えているところでございます。 

江原委員 ちょっと基本的なことなんですけども、今ボランティアで始まって

いる方に 540 円ですかね、お渡ししていると言うんですけど、基本的に最低賃

金を、お金をボランティアで払っていなければ良いんですけれども、お金を与

えてしまうとそれはやっぱり対価になってしまうので、最低賃金を下回って働

かせてもそれは構わないということになるんですか。よく私も法律的な詳しい

ことまで分からないんですが。 

福田生涯学習スポーツ振興課長 一応謝金ということでお支払いをしているの

で、賃金というわけではないので、それで働いてもらっていますので。という

ことでご理解をいただけたらと思います。 

林委員長 ほかにご質疑はありませんか。それでは質疑もないので質疑を終わ

ります。以上で、生涯学習スポーツ振興課所管の審査を終了します。ここで説

明員入れ替えのため、暫時休憩します。委員の方は自席で待機願います。 

 

― 休憩 11：36 ― 

― 再開 11：38 ― 

 

林委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。続いて、消防本部所管について、

審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

中原消防長 それでは消防費について補足説明をいたします。平成２８年度の

決算額は前年額と比較して、約５億６千万円の増となっております。増額とな

った要因は消防庁舎建設事業、それと高機能消防指令装置の設置事業に伴う増

額でございます。補足説明については以上でございます。 

林委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご

質疑はありませんか。 

重村委員 主要な施策の報告書の１９２ページです。常備消防費の消防庁舎建

設事業。拠点となる消防庁舎が２８年度に完成をしました。実際にもう運用さ

れてるかと思いますけれども、この中に一番下の課題のところにですね、中ほ

どから最後のあたりに、今後この施設を利用して、活用して消防団員の消防技

術の向上や、市民を対象とした初期消火訓練等を計画的に実施することという



ことで、以前の消防庁舎に比べたら、高機能の、東日本大震災を受けて自治体

が備えるべき拠点ができたと思います。消防本部のみならず、市民の防災意識

に関わる部分の、啓もう活動であったりとか、基本的なところを消防庁舎の中

でもやっていきたいということであろうというふうに思うんですが、庁舎を改

修しているときに、こういう施設ができたというところを市民のみなさんにも、

たとえば見学であるとか、そういったことはするのかというところで、そうい

うのもやっていきたいというご判断だったと思いますけど、消防団、千余名い

らっしゃる消防団の基本的な技術の向上にも、この施設を使っていきたいとい

うところですけど、具体的に今の新しくなった庁舎を使って、どのような計画

をしようと考えられているのか、お尋ねしたいと思います。 

岩本消防本部次長 消防団の訓練につきましては、現在、２回ほど実施してお

ります。訓練内容につきましては、防火水槽の取水要領、消火栓を、模擬消火

栓でありますけど、それを使用した訓練。並びに、訓練棟を使用しまして、ホ

ース延長して火災防御訓練、及び４階等で、煙の体験といいますか、煙によっ

てこういう危ないこともあるので、そういう注意事項の説明等というのを実際

に実施しております。また、庁舎見学につきましては、大きくは実施しており

ませんが、随時、電話連絡等があった場合には、現在のところは対応している

状況であります。また、今月下旬には防火管理者講習会ということで、市内の

事業等を対象にした講習会も消防本部で実施し、訓練棟もその講習会で活用予

定であります。 

重村委員 私も消防団の、末端の幹部でありまして、私は今、非常に思ってい

るのは、昔の消防団の組織力と現在の組織力というのは明らかに、先輩の話と

か聞いても、違うというか、低下しているというと語弊があるかもしれません

けど、昔はやっぱり消防団員の先輩方を聞くと、やはり消防団員になったから

には、操作、機具類の扱いというのは、基本中の基本という意識レベルが高か

ったと思いますけど。今の消防団員がどうなのかということになりますと、こ

れは、各方面隊、団の幹部の責任もあるかと思いますけど、やはり仕事が広範

囲になったりとか、いろんな関係から、私は市民の安心安全を守るうえでは、

今一度意識づけっていうか、技術もさることながら、そういった意味からもう

ちょっと強くしなければいけないと思うんですね。ですから、消防団員の技術

向上のために使いたいということであれば、積極的に消防本部のほうから部隊

宛に、例えば１年なのか２年に１回なのか、この施設を利用して、部隊として

来て、消防本部のほんとにプロの方から技術的な操作をもう１回、基本的なも

のを学ぶとかですね、そういうのをぜひ、これは消防団の中で会議が必要かと

思いますけど、ぜひ積極的に消防本部のほうから、この施設を活用して消防団

員に、こうなってほしいというのを考えてみていただきたいと思いますけど、



これはぜひ消防長にぜひ、ご回答をお願いします。 

中原消防長 これは団だけではなくて、常備の消防も火災件数の減少で、また

知識、技術の習得が難しい状況にあります。今言われた団の関係につきまして

は、団の幹部会議で、遠方の方は来るのが大変だろうと思いますが、機械員の

方とかを呼んで、自然水利の揚水のしかた、それと消火栓では揚水のしかたが

違いますが、この訓練を行いたいと思っております。 

吉津委員 関連でお聞きしたいと思います。この庁舎の中で高機能消防通信指

令装置の整備によって迅速かつ効果的な消防活動が可能になったと成果のとこ

ろに書いてあるんですけども、被害の軽減だとか、救命率の向上とかにつなが

ってくると思うんですけれども、これが１２月から一部供用開始したとされて

ますけど、これが数字として通報から病院までの搬送の時間が短くなったとか、

現場までの時間が短くなったとかというのが、もし数字として表れているので

あれば、今わかれば教えていただきたいなと思います。 

岩本消防本部次長 初動体制が一番大事だということで、入電から出動までの

時間になりますが、平成２８年の火災救急救助、一次出動全体で言えば平均で

３分３０秒。今年の８月末までの平均が２分１２秒ということで、１分１８秒

出動に関しては短縮しております。なお、救急等の病院の到着時間等について

は、管外の転院搬送等もありますので、一概に早くなったとか、現在は資料を

持っておりません。 

林委員長 ほかにご質疑はありませんか。ほかにご質疑もないので、質疑を終

わります。以上で、消防本部所管の審査を終了します。ここで説明員入れ替え

のため暫時休憩します。委員のみなさんは自席で待機願います。 

 

― 休憩 11：46 ― 

― 再開 11：48 ― 

 

林委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。続いて、都市建設課所管につい

て、審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

森野建設部長 都市建設課は歳出では、8 款の土木費と 11 款の災害復旧費にな

ります。まず、土木費でございますが、決算額が 14億 3,516 万 1,000円、前年

度より 2億 9,452 万 9,000 円、率にしますと 17％の大きく減少となりました。

主な要因といたしましては、都市計画費の公園事業におきまして、長門スポー

ツ公園整備事業が最終年度であったことから、共用開始に向け集中的に施設整

備を行ったことで事業費が増額なったものの、公共下水道事業費の公共下水道

事業特別会計繰り出し金を、衛生費から拠出したことにより、大きく減額とな

っております。また、住宅費において板持にあります田屋床市営住宅整備事業



が前年度で建て替えが完了したことで減額となったものでございます。歳出の

主なものは、道路橋梁新設改良事業では、辺地対策事業及び過疎対策事業を活

用しまして、市道改良舗装工事等を７路線について実施いたしました。また、

社会資本整備総合交付金事業では、橋梁の長寿命化修繕計画に基づきまして、

改修工事を行い、道路の安全確保と将来的な経費削減に努めたところでござい

ます。次に、地籍調査事業でございますが、長門地区におきまして 3.11 平方キ

ロ、日置地区で 0.09平方キロの調査を実施いたしまして、進捗率といたしまし

ては、長門地区が 23.7％、日置地区では 66.4％、長門市全体で 62.7％の進捗と

なっております。今後とも事業の進捗、着実な推進を図るため、特に問題とな

っております山林部の調査につきましては土地所有者の高齢化や、不在化が進

み境界確認が困難になっておりますことから、他事業による事前調査の導入の

検討や、法務局直轄事業の推進、さらには予算の安定的な確保に引き続き努力

してまいりたいと思っております。続きまして、災害復旧費でございます。公

共土木施設災害復旧費につきましては、平成 27 年 8 月の台風 15 号により被災

しました河川及び道路の国庫補助災害 16 か所、さらに被害額 60 万未満が該当

することになります、河川及び道路の単独災害９か所の合計 25か所を実施した

ものでございます。引き続き、歳入についても補足を一つだけしたいと思いま

す。歳入は 13款の使用料及び手数料の土木使用料、住宅使用料についてでござ

います。調定額は 1 億 1,743 万 2,000 円で、収入済み額が 9,789 万 9,000 円、

不納欠損額として、694万 8,000円となりまして、収入未済額が 1,258万 5,000

円、これは前年度より 825 万 9,000 円減となっております。地域経済を取り巻

く環境は依然として厳しく、所得の低迷などにより収納率は、現年度分は 98.2％、

過年度分、滞納繰り越し分が 14.5％で不納欠損の処理もあったことから、前年

度に比べますと、合計で 1.5％改善されたところでございます。28 年度の取り

組みといたしましては、滞納者に対し、催告書を送付するとともに、臨戸訪問

などにより分納計画を立てさせるなど、進行管理の徹底を図ったところであり

ます。今後とも未収金の削減に向け悪質滞納者への支払督促の適用や明渡し訴

訟の実施を検討していきたいと思います。少し長くなりました。 

林委員長 以上で補足説明は終わりました。お諮りします。もうじきお昼にさ

しかかりますが、このまま審査を継続することにご異議ありませんか。（なしの

声）ご異議なしと認めます。それでは継続して審査を続行します。これより質

疑を行います。ご質疑はありませんか。 

先野委員 主要な施策の報告書 188 ページです。住宅建設耐震化促進事業。成

果のところに耐震性の有無が確認されたことにより改修工事の必要性に向けた

検討を進めることができたとあります。課題のところにですね、今後補助率の

かさ上げや補助要件の緩和が必要となると書いてあるんですが、今までの補助



率が変わると考えていいんですか。 

山田管理係長 現在耐震化促進にかかる支援策としまして、長門市住宅建築物

耐震化促進事業補助金交付要綱、これに基づき耐震診断、補強設計、耐震改修

を実施する建物所有者の方に補助金を交付することを定めております。このう

ち、ホテル旅館等の不特定多数の者が利用する建築物のうち、大規模なもの、

これ要緊急安全確認大規模建築物と呼ばれておるものなんですけども、これの

耐震改修については、要件がございまして、一つ目、避難所等として災害時に

重要な機能を果たす建築物で、長門市と協定を結んだもの、かつ、二つめ、耐

震改修に求められる耐震性能の指標、ＩＳ指標及びｑ値、これに用途計数 1.25

を乗じたものを目標値とすること。全国的にも突出した高い目標要件が定めら

れており、耐震化が進まない原因となっております。県の補助要綱においても

ですね、同じ条項は規定がございまして、毎年度県予算に対する要望において、

ホテル旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、事業者負担の

軽減、必要な財政措置、支援措置の拡充を要望してきたところです。本年８月

には、本市の観光課、これとは別に、県内ホテル旅館関係団体から県に対して、

要件緩和に関する要望書が提出されて、昨日、県の補助要綱が改正されました。

これを受けて本市においても、この２要件を削除する方向で要綱改正を行い、

さらなる耐震改修の促進を図りたいと考えております。ただ、補助率自体は変

わらないですけど、要件の緩和ということになります。 

綾城委員 関連です。先般の山口県議会の一般質問におきまして、今、先野委

員の質疑にもありましたように、大地震に避難所などに利用することなどを念

頭に、県は病院等より高い耐震性能を補助要件としていたが、この補助要件を

病院等と同等に緩和すると。1.25 を 1 にするということでございます。今、県

は緩和をされたということでよろしいですか。 

山田管理係長 昨日付で要件は削除されております。 

綾城委員 この県の補助要件の緩和に向けて、今後は本市において、どう対応

されていくのかお尋ねいたします。それと、もう２点ほどお尋ねします。今後

本市はどう対応していくのかが１点目。２点目は本市において、一施設が、平

成 30年 1月に耐震改修工事の着手とありますが、補助要件の緩和に伴う補助率

のかさ上げが間に合うのかどうかが２点目。３点目、岡山県の白浜町は、神戸

市、松山市等の他市では、実際に市の単独で補助率の拡充を図っていらっしゃ

います。本市においても災害時に避難場所として協力する施設には、長門市単

独の補助率等の拡充は考えていらっしゃるかどうか、以上３点お伺いいたしま

す。 

早川都市建設課長 先ほど説明申しましたけども、そういったことで、市のほ

うにおきましても、県・市共調で補助しておる関係上、要綱の改正を進めてま



いります。そして、どうにか、今の対象建築物について、耐震改修工事に間に

合うように諸準備を進めたいと考えております。それから、先ほどの、補助率、

補助金のかさ上げ、拡充ということにつきましては、今、その避難場所として

協力する施設というキーワードからすれば、今回の緩和要件で避難場所は除か

れてございます。委員おたずねの市単独の補助要件の拡充ということについて

は、その耐震改修の促進という観点から重要であるということは理解しており

ますけども、なかなか予算的には難しいと考えております。先ほど申しました

ように、補助率のかさ上げではなくて、補助要件の緩和ということを今回考え

ております。 

綾城委員 補助率を拡充するとなると当然負担も増えるということで、耐震改

修の費用による負担とか工事による休業の長期化、事業者の負担ですね、やっ

ぱりこれが膨大なものになるということで、たとえば他県においても他市にお

いても、また本市においても、そういったことが耐震化が前に一つの壁となっ

て事業の売却とか廃業とか倒産とか、そういったことに追い込まれていくとい

う事例も見受けられると思うんですね。長門市はやっぱり大きな温泉も抱えて

いますし、そういったことでよかったらぜひこの補助率の拡充を合わせて検討

していただきたいとお願いして終わりたいと思います。 

早川都市建設課長 今後は検討してまいりたいと思います。 

重村委員 主要な施策の 179ページです。「辺地対策事業」です。この事業とい

うのはある程度計画書に辺地事業として載っていないと事業ができないと思い

ますけど、事業ヶ所は今 2ヶ所というふうに、28年度には報告書に載っていま

すが、この事業の計画書に載っているのは 2 ヶ所というふうに考えてよろしい

ですか。 

早川都市建設課長 道路事業につきましてはこの 2 ヶ所ということでよろしい

です。 

重村委員 長門市の財政状況を見ると、単独で市道なり道路ヶ所になるとどう

しても市道ということになってこようかと思うんですけど、改良したり新設し

たりというのは非常に困難な状況の中で、末端ではまだまだどうしても改良し

てほしいという道路があるはずなんですよね。それで、私が議員になってすぐ

のときに、辺地事業というのを調べたときに、とにかく事業の計画書に載って

いないとこの事業というのは乗れないと。何が良いかというと、一つは借金を

しても交付税算入措置が非常に高いというところで、最終的には単独のお金、

市費の持ち出しが非常に少なくて事業ができるというメリットがあると思いま

す。それで、今後辺地事業にぜひ計画として乗ってほしいというようなことを

行政として聞かれている箇所がたくさんあるのか、ないのかお尋ねしたいと思

います。 



早川都市建設課長 この辺地対策の事業につきましては、やはり地区がかなり

限定されてまいります。私が今聞いている範囲では、これ以外に新規の路線と

いうことで、辺地対策事業を進めてほしいという路線は聞いてございません。 

重村委員 ぜひ事業の中で、あるところでその事業をしようと思ったけど計画

書に載っていないということで、計画書に載せるところからということがあっ

た経緯があります。ですから、ぜひ新年度にはこういう自治会の集会があった

りとかするわけですから、ぜひ要望、辺地事業には確かに人口であったりとか

いろんな条件があって辺地対策事業の計画書に載れる、載れないというのが判

断されますけど、ぜひ今の財政状況とか見ると、こういう事業を積極的に使っ

て改良の必要なところはぜひ改良していただきたいという思いがしますので、

そこらあたり行政としても、自治会から言ってこないからじゃなくて、特にこ

ういう事業であれば周辺部の方と思うんですよね。そういう方達にはぜひ事業

の説明というんじゃなくて、事情を聞いて、辺地事業に乗れるか乗れないかと

いうのを判断するのが最終的に行政の仕事だというふうに思いますので、そこ

らあたりのご努力をぜひお伺いしたいと思います。 

早川都市建設課長 そういったことを必要と考えております。今後はそういっ

たことで地元等々も検討に入ってまいりたいと思っております。 

江原委員 報告書の 185 ページの「ながとスポーツ公園整備事業」の件なんで

すけれども、まず目的のところに、「スポーツ公園を整備し、市民の健康づくり

を推進する」というふうに書いてあるんですけども、私この 1 ヶ月間くらい、

ちょくちょくと使わせていただいていて、私は本当に大変ありがたいと思って

いるんですが、実際行ってみて、まずグランドゴルフコース、私ほとんど人を

見たことがないんですね。それと、サッカーのほうは、土日は市外を含めて予

約がかなり入っているということなんですが、平日は日中ほとんど使われてい

なくて、夕方長門高校のサッカー部が練習に何度かちょくちょく使っていると。

そして、ジョギングコースは夕方しか行ってないので、朝どういう状況か分か

らないんですが、普通に考えると夕方が一番多いんですけども、だいたいいつ

も上空から見て走っている人数は、普通にウォーキングやジョギングしている

人数というのは、一番多いときで多分 10人くらいかなというふうに拝見してお

りまして、それも何度も行っていると、ほとんど固定化したメンバーで、新し

い人は時々見るくらいで、ほとんど固定化しているという話の中で、5億円かけ

て作った施設ということで、これが市民の健康づくりを推進する中で、現在の

ところは多分、資してないんだと思うんですが、どう考えていらっしゃるのか

をお聞きしたいと思います。 

福田都市整備係長 まず利用状況について報告をさせていただきます。4 月の

23 日に供用開始をいたしまして、9 月末までの利用状況についてなんですけれ



ども、有料施設について、まず多目的広場、人工芝のグラウンドなんですけど

も、こちらの利用日数についてはこの間、161 日のうちの 109 日で、稼働率は

68%、休日に限定いたしますと 96%の稼働となっております。続きましてグラ

ンドゴルフ場についてですけども、こちらのほう、芝の生育の関係で、供用開

始が 6 月 5 日となりました。利用者につきましては、4 ヶ月で 175 名となって

おります。無料施設につきまして、ジョギングコースの利用者は、延べ 1万 2,950

人、1 日あたり約 100 名となっております。先ほどご指摘のありました、グラ

ンドゴルフ場については、芝の生育状況等もあり、供用開始が遅れたこともあ

りまして、ご指摘のようにあまり稼働状況は良くない状況であります。これに

つきましては利用促進のため、県のグランドゴルフ協会、そして湯本温泉旅館

協同組合等にも利用を呼び掛けているところでありまして、9 月に入りまして

徐々に利用者も増えてきているところでございます。その他の施設につきまし

ても、多目的広場につきましては確かに平日の午前中とか稼働状況が良くない

こともあります。施設全般については、今後も市内外を問わず、PRをしていく

こととしまして、利用の拡大に努めてまいりたいと思います。 

森野建設部長 今度 10月 8日には、市のスポーツフェスティバル、これをなが

とスポーツ公園で実施することにしておりまして、そこでジョギングコースを

使ったりの行事予定も入っております。今後は徐々にできるだけ市民の方にも

やはり使っていただくように PRしていきたいと思っております。 

橋本委員 グランドゴルフ場についてお聞きたいんですけど、今（使用料は）

いくらですか。 

福田都市整備係長 使用料につきましては個人利用の場合、1回 4時間を上限と

しておりますけども、1回あたり 200円、団体利用につきましては 20名以上に

限り、占用で使用することを認めており、その場合につき 1 回 4,000 円となっ

ております。 

橋本委員 私の近くにグランドゴルフをやられるお年寄りの方がいらっしゃる

んですよ。今あそこに、滝の下のところにいいグラウンド場ができたじゃない

ですか、なんであそこ使っちゃないほって言ったら、三隅にグランドゴルフ場

があるらしいんですよね。そこは使用料は 50円と言うんですよ。あそこだった

ら 200 円と。4 倍だからねと。せっかくいいグランドゴルフ場ができたのに、

何で 200 円。せめて半分くらいの 100 円くらいにすればほとんど使われていな

いところよりは少しでも使われてもらったほうが、市民のためにもなるんじゃ

ないですか。そういうところはどう思われますか。 

福田都市整備係長 使用料の算定におきましては、長門市では使用料の適正化

における基本方針というものを持っております。この料金を条例化する際に、

この施設の維持管理にかかるコスト等を算定いたしまして、算定したところで



あります。料金は確かに低いほうが施設の利用促進、そういったものに影響す

ることも確かでございますけども、受益者の方々には適正な負担を求めていた

だくということも施設の運営に重要な事項というふうに考えております。算定

した料金につきましては、県内どの同等の施設のところと比較をいたしまして

も、一番安い部分の金額になっておりますので、この算出した金額については

適正な金額であるというふうに判断しております。 

橋本委員 確かにそれはあると思います。でも使用率が少なかったら回収もで

きませんよね。算定、算定で 200円が妥当かどうかも分かりませんけども、200

円にすることによって、たとえば 1 日 2 人くらいしか来られん。これが 100 円

にした場合だったら 10人来られるかもしれん。そのときの対価というのは、ど

のようにお考えですか。 

磯部副市長 それでは私のほうから使用料と言いますか、全体的な流れと言い

ますか、そういったものをお話をさせていただきたいと思います。今、滝ノ下

の積算につきましては、担当のほうが申し上げたとおりでございます。ただそ

の中で、やはり受益者の方々にも適正なご負担をこれからはお願いをいたした

いという話があったと思います。市といたしましても、今グランドゴルフ場の

みならず、全ての利用料につきましてかなり合併の頃からの経緯もありまして、

かなり安い金額で引き継いでおると思います。しかしながら、これから先々に

おいては、施設の統廃合いろいろな関係で使用料の見直しということもあろう

と思います。そのときには、ある程度適切な金額の中で値上げも含めて検討し

ていきたいというのが市のスタンスでございます。 

林委員長 納得はされていないと思うんですけど、いいですか。よろしいです

か。ほかにご質疑はありませんか。ご質疑もないので、質疑を終わります。以

上で、都市建設課所管の審査を終了します。本日の審査は、この程度にとどめ、

この続きは、10月 10日、午前 9時 30分から審査を行います。なお、10日は、

本日までの質疑を踏まえ、市長に対する総括質疑と討論及び採決を行います。

また、総括質疑の通告締切は明 4 日の午後 5 時までとしておりますのでよろし

くお願いします。本日は、これで延会します。どなたもご苦労様でした。 

 

― 延会 12：14 ― 

 


